
川崎ハンドボールアカデミー保護者会会則 
 

第一章 総  則 
 

第１条  本会は、「川崎ハンドボールアカデミー」の目的を達成するために、保護者会とし

て組織する。 
 
第２条  本会は、走・投・跳とチームワークを必要とするハンドボール競技などさまざま

なスポーツを通して、育ち盛りの部員の体力の増強と、健全で豊かな心の育成を

図ることを目的とする。 
 
第３条  本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 
     ア）練習会や各種大会における部の送迎・応援及び合宿・遠征等の行事への協力

支援を行う。 
     イ）備品・用具・ユニフォーム等の補充・補足の後援及び管理をする。 
     ウ）部員及びその保護者の親睦を図る。 
     エ）その他、本会の目的を達成するための協力・支援を行う。 
 
第４条  本会は、入部希望者に対し、次の書類の提出を求めるものとする。 
     ア）入部届 
     イ）同意書 
 
 

第二章 役  員 
 

第５条  本会は、次の役員を置く。 
     １．会 長      １ 名 
     ２．副会長      若干名 
     ３．書 記      若干名 
     ４．会 計      １ 名 
     ５．会計監査     ２ 名 
 
第６条  役員は総会で選出され、総会出席者多数をもって承認されなければならない。 
 
第７条  役員の任務については、以下の通りとし、役員は一致団結・相互協力して任務に 

あたる。 
１．会長は、保護者会を総括し、監督・指導者との連絡及び相談任務にあたる。 
２．副会長は、会長を補佐し会長に事故等があるときは、その任務を代行する。 



３．書記は、行事や諸活動が円滑に行えるよう他の役員と協力し連携を図る。 
会議の議事を記録し、会の事務処理にあたる。 

４．会計は、本会運営の執行・管理及び会費の集金にあたり、会の会計にあたる。 
５．会計監査は、会計の監査にあたる。 
 

第８条  役員の任期は、１ヶ年とし、再任を妨げない。 
 
 

第三章 保護者会総会 
 

第９条  総会は、毎年３月とし、必要に応じ臨時総会を開催する。 
 
第１０条 総会は次の通りとする。 
     １．事業計画及び収支予算の決定 
     ２．事業報告及び収支決算の承認 
     ３．役員の選手出及び承認 
     ４．会則の変更 
     ５．そのた、運営に関する重要な事項 
 
第１１条 総会は、会員数の過半数をもって成立し、議決する。 
 
 

第四章 会   計      
 

第１２条 本会の運営費は、会費・その他をもってこれにあたる。 
 
第１３条 会費等については、次のようにする。 

ア）会費は、月額２、０００円とし、毎月第１週目の練習日に集金する。 
     イ）会費月額は諸条件により、総会の決議により変更できる。又、退部等による 
       会費の返却は原則として行わない。 
     ウ）合宿等の場合は、実費を別途集金する。尚、原則として集金後の返金は行わ 
       ない。 
     エ）部員のケガ・疾病等により、１ヶ月以上の長期の休部の場合は、会費の集金  
       を行わない。 
     オ）チームユニフォーム費として、別途徴収する。 
       これをユニフォームの新規作成費用とする。 
 
第１４条 本会の会計年度は、総会翌日に始まり、翌年度総会日に終わる。 



第五章 その他

第１５条 本会は、川崎ハンドボールアカデミー部員の募集・継続に協力する。

第１６条 本会は、ハンドボールの活動を理解し、援助育成を願う監督、コーチ及び賛助会

員の協力により運営され、保護者は、監督・コーチとの相互理解と信頼感をより

 一層高めるために、お互いの立場を理解し、かつ、尊重しあうよう努め、その分

 野に介入しての行動を慎み、非難めいた暴言により不利益や損傷を与えないよう

 配慮の上、次の事項を厳守する。

 ア）練習および大会等の指導は指導者に一任し、保護者は援助・協力する。

 イ）練習および大会等は、言動については十分に注意する。

 ウ）指導者の行う指導方針を尊重する。

第１７条 役員については、入会時にスポーツ安全保険に加入するものとして、不慮の事故

 等に対しては、スポーツ安全保険の範囲内で保障するものとする。

第六章 部  員

第１８条 川崎ハンドボールアカデミー部員は、スポーツマンとしての自覚を持って行動す

る。

第１９条 入部については、原則小学校１年生からとし、６学年をもって卒部とするが、卒

部後の練習参加については、これを拒まない。

第七章 会則の変更

第２１条 この会則は、総会における会員数の過半数をもって決議によって変更することが

できる。

附  則 この会則は、平成３１年４月６日から施行する。
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